
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号

電
気
用
品
安
全
法
施
行
令

内
閣
は
、
電
気
用
品
取
締
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
二
条
、
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
電
気
用
品
）

第
一
条
　
電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
電
気
用
品
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
特
定
電
気
用
品
）

第
一
条
の
二
　
法
第
二
条
第
二
項
の
特
定
電
気
用
品
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
証
明
書
の
保
存
に
係
る
経
過
期
間
）

第
二
条
　
法
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
電
気
用
品
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
検
査
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
二
条
の
二
　
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

（
外
国
登
録
検
査
機
関
の
事
務
所
等
に
お
け
る
検
査
に
要
す
る
費
用
の
負
担
）

第
二
条
の
三
　
法
第
四
十
二
条
の
四
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
費
用
は
、
同
条
第
一
項
第
八
号
の
検
査
の
た
め
同
号
の
職
員
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
当

該
検
査
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
機
構
の
職
員
）
が
そ
の
検
査
に
係
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
に
出
張
を
す
る
の
に
要
す
る
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旅
費
の
額
の
計
算
に

関
し
必
要
な
細
目
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
三
条
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
電
気
用
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
電
気
用
品
の
型
式
、
数
量
、
製
造
又

は
保
管
若
し
く
は
販
売
の
場
所
、
検
査
記
録
の
内
容
、
主
た
る
販
売
先
並
び
に
当
該
電
気
用
品
の
使
用
に
伴
い
発
生
し
た
危
害
及
び
そ
の
再
発
の
防
止
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
電
気
用
品
の
製
造
又
は
輸

入
の
業
務
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
電
気
用
品
の
販
売
の
事
業
を
行
う
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
そ
の
販
売
に
係
る
電
気
用
品
の
種
類
、
数
量
、
保
管
又
は
販
売
の
場
所
、
購
入
先

及
び
主
た
る
販
売
先
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
当
該
電
気
用
品
の
販
売
の
業
務
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

（
輸
出
用
電
気
用
品
の
特
例
）

第
四
条
　
届
出
事
業
者
が
専
ら
輸
出
す
る
た
め
に
行
う
電
気
用
品
の
製
造
又
は
輸
入
に
つ
い
て
は
、
法
第
八
条
（
当
該
電
気
用
品
が
特
定
電
気
用
品
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
及
び
法
第
九
条
第
一
項
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

２
　
電
気
用
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
が
電
気
用
品
を
輸
出
す
る
た
め
に
販
売
し
、
又
は
販
売
の
目
的
で
陳
列
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
都
道
府
県
又
は
市
が
処
理
す
る
事
務
）

第
五
条
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
で
あ
つ
て
、
電
気
用
品
の
販
売
の
事
業
（
自
ら
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
た
電
気
用
品
の
販

売
の
事
業
を
除
く
。
）
を
行
う
者
に
関
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
立
入
検
査
等
事
務
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
法
中
立
入
検
査
等
事
務
に
係
る
経
済
産
業
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
に
関
す
る
規
定
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
そ
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
が
市
の
区
域
に
属
す
る
場
合
　
当
該
市
の
長
（
当
該
市
の
長
の
要
請
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
市
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該

都
道
府
県
知
事
及
び
当
該
市
長
）

二
　
そ
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
が
町
村
の
区
域
に
属
す
る
場
合
　
当
該
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
等
事
務
を
行
つ
た
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
六
条
　
法
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
及
び
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届
出
区
分
（
法
第
三
条
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
電
気
用
品
の
区
分
を
い
う
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
電
気
用
品
の
製
造
の
事
業
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
が
一
の
経
済
産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
届
出
事
業
者
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が

行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
及
び
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
一
の
届
出
区
分
に
属
す
る
電
気
用
品
の
輸
入
の
事
業
に
係
る
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
が
一
の
経
済

産
業
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
届
出
事
業
者
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
事
務
所
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
は
、
届
出
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣

が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

４
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
権
限
で
あ
つ
て
、
電
気
用
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
事
務
所
、
工
場
、

事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
事
務
の
区
分
）

第
七
条
　
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
並
び
に
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
又
は
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

1



１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
七
年
八
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
規
定
中
、
電
気
に
関
す
る
臨
時
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
九
号
）
第
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
電
気
用
品
取
締
規
則
（
昭
和
十
年
逓
信
省
令
第
三
十
号
。
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
電
気
用
品
（
以
下
「
追
加
電
気
用
品
」
と
い
う
。
）

に
係
る
部
分
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
八
月
を
経
過
し
た
日
（
以
下
「
追
加
電
気
用
品
に
係
る
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

４
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
輸
出
す
る
た
め
の
電
気
用
品
に
つ
い
て
旧
規
則
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
通
商
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
電
気
用
品
に
つ
い
て
第
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

８
　
電
気
用
品
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
。
以
下
「
平
成
十
二
年
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
条
第
一
項
の
移
行
甲
種
電
気
用
品
（
以
下
単
に
「
移
行
甲
種
電
気
用
品
」
と
い

う
。
）
で
あ
つ
て
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
に
付
さ
れ
て
い
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
表
示
と
み
な
す
。

９
　
平
成
十
二
年
改
正
令
附
則
第
八
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
除
き
、
移
行
甲
種
電
気
用
品
で
あ
つ
て
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
に
付
さ
れ
て
い
る
通
商
産
業
省
関
係
の
基
準
・
認
証
制
度
等
の
整
理
及
び
合
理

化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
用
品
取
締
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
。
以
下
「
旧
電
気
用
品
取
締
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
表
示
（
平
成
十
二
年
改
正
令
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
電
気
用
品
取
締
法
第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
含
む
。
）
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
付
さ
れ
た
表
示
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
一
月
一
五
日
政
令
第
三
一
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
電
気
用
品
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

７
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
受
け
た
法
第
十
八
条
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
可
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
更
新
を
受
け
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
五
日
政
令
第
一
九
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
一
月
一
一
日
政
令
第
三
〇
五
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
後
の
別
表
第
一
の
上
欄
に
規
定
す
る
電
気
用
品
の
う
ち
改
正
前
の
同
表
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
以
下
「
追
加
甲
種
電
気
用
品
」
と
い
う
。
）
の
製
造
の
事
業
を
行
つ
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、

当
該
追
加
甲
種
電
気
用
品
の
属
す
る
事
業
区
分
に
つ
い
て
電
気
用
品
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
十
五
日
間
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

追
加
甲
種
電
気
用
品
の
製
造
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
同
条
の
登
録
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
登
録
又
は
登
録
の
拒
否
の
処
分
が
あ
る
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
追
加
甲
種
電
気
用
品
の
製
造
の
事
業
を
行
つ
て
い
る
者
で
あ
つ
て
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
も
の
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
十
五
日
間
は
、
法
第
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
追

加
甲
種
電
気
用
品
を
製
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
当
該
追
加
甲
種
電
気
用
品
に
つ
い
て
同
条
の
認
可
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
に
つ
い
て
認
可
又
は
不
認
可
の
処
分
が
あ
る
ま
で
の
期
間

（
法
第
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
書
面
を
添
付
し
て
当
該
認
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
期
間
内
に
当
該
追
加
甲
種
電
気
用
品
に
つ
い
て
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
試
験
の
申
請
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
合

格
又
は
不
合
格
と
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
及
び
合
格
と
さ
れ
た
者
が
そ
の
合
格
と
さ
れ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
そ
の
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
当
該
認
可
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
認
可
又
は
不
認
可
の

処
分
が
あ
る
ま
で
の
期
間
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
前
段
の
期
間
内
に
法
第
三
条
の
登
録
の
申
請
を
し
登
録
を
受
け
た
も
の
及
び
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
追
加
甲
種
電
気
用
品
の
輸
入
の
事
業
を
行
つ
て
い
る
者
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
登
録
を
受
け
た
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
後
の
別
表
第
二
に
規
定
す
る
電
気
用
品
の
う
ち
改
正
前
の
同
表
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
以
下
「
追
加
乙
種
電
気
用
品
」
と
い
う
。
）
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
つ
て
い
る
者
に
関
す
る

法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
事
業
の
開
始
の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
電
気
用
品
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
三
百
五
号
）
の
施

行
の
日
」
と
す
る
。

６
　
追
加
甲
種
電
気
用
品
及
び
追
加
乙
種
電
気
用
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
二
年
間
は
、
法
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
七
月
二
二
日
政
令
第
一
七
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
外
国
事
業
者
に
よ
る
型
式
承
認
等
の
取
得
の
円
滑
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
二
八
日
政
令
第
四
七
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
後
の
別
表
第
二
に
規
定
す
る
電
気
用
品
の
う
ち
改
正
前
の
別
表
第
二
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
以
下
「
移
行
乙
種
電
気
用
品
」
と
い
う
。
）
の
型
式
に
つ
い
て
電
気
用
品
取
締
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
認
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
同
条
の
認
可
の
申
請
を
行
つ
て
い
る
者
は
、
当
該
認
可
又
は
認
可
の
申
請
に
係
る
型
式
の
電
気
用
品
に
つ
い
て
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
つ
た
も
の

と
み
な
す
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
移
行
乙
種
電
気
用
品
の
型
式
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
い
る
者
若
し
く
は
同
項
の
認
可
の
申
請
を
行
つ
て
い
る
者
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
確
認
を
受
け
て
い
る

者
若
し
く
は
同
項
の
確
認
の
申
請
を
行
つ
て
い
る
者
は
、
当
該
認
可
若
し
く
は
認
可
の
申
請
又
は
確
認
若
し
く
は
確
認
の
申
請
に
係
る
型
式
の
電
気
用
品
に
つ
い
て
法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
つ
た
も
の

と
み
な
す
。

４
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
可
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
確
認
を
受
け
て
い
る
型
式
に
係
る
移
行
乙
種
電
気
用
品
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
移
行
乙
種
電
気
用
品
に
付
さ
れ
て
い
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
表
示
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
年
間
は
、
法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
の
表
示
と
み
な
す
。

６
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
移
行
乙
種
電
気
用
品
に
つ
い
て
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
は
、
法
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
た

だ
し
書
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
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７
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
移
行
乙
種
電
気
用
品
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
は
、
法
第
二
十
六
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

８
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
移
行
乙
種
電
気
用
品
に
つ
い
て
第
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
つ
て
い
る
者
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

９
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
受
け
た
法
第
十
八
条
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
可
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
更
新
を
受
け
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

10
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
二
月
二
二
日
政
令
第
四
〇
七
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
一
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
移
行
乙
種
電
気
用
品
（
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
二
に
規
定
す
る
電
気
用
品
の
う
ち
改
正
前
の
別
表
第
二
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
処
分
を
受
け
又
は
同
欄
に
掲
げ
る
手
続
を
行
つ
て
い
る
者
は
、
当
該
処
分
又
は
手
続
に
係
る
移
行
乙
種
電
気
用
品
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
処
分
を
受
け
又
は
同
欄
に
掲
げ
る
手
続
を
行
つ
た
も
の
と
み
な

す
。

電
気
用
品
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
認
可
又
は
同
条
の
認
可
の
申
請

法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

法
第
十
八
条
た
だ
し
書
の
承
認
又
は
同
条
た
だ
し
書
の
承
認
の
申
請

法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
法
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
た

だ
し
書
の
承
認
又
は
同
条
た
だ
し
書
の
承
認
の
申
請

法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
た
だ
し
書
の
承
認
又
は
同
条
た
だ
し
書
の
承
認
の

申
請

法
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
た
だ
し
書
の
承
認
又
は
同
条
た
だ
し
書
の
承
認
の
申
請

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
可
若
し
く
は
同
項
の
認
可
の
申
請
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
確
認
若
し

く
は
同
項
の
確
認
の
申
請

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

法
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
承
認
の
申
請

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
法
第
二
十
六
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条

第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
承
認
の
申
請

法
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
又
は
同
項
た
だ
し

書
の
承
認
の
申
請

法
第
二
十
六
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
承
認

の
申
請

第
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
可
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
確
認
を
受
け
て
い
る
型
式
に
係
る
移
行
乙
種
電
気
用
品
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
移
行
乙
種
電
気
用
品
に
付
さ
れ
て
い
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
表
示
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
年
間
は
、
法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
の
表
示
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
前
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
電
気
用
品
で
改
正
後
の
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
移
行
乙
種
電
気
用
品
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
処
分
を
受
け
、
又
は
同
欄
に

掲
げ
る
手
続
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
、
当
該
処
分
又
は
手
続
に
係
る
移
行
乙
種
電
気
用
品
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
処
分
を
受
け
、
又
は
同
欄
に
掲
げ
る
手
続
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

電
気
用
品
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
認
可
又
は
同
条
の
認
可
の
申
請

法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

法
第
十
八
条
た
だ
し
書
の
承
認
又
は
同
条
た
だ
し
書
の
承
認
の
申
請

法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
法
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
た
だ

し
書
の
承
認
又
は
同
条
た
だ
し
書
の
承
認
の
申
請

法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
た
だ
し
書
の
承
認
又
は
同
条
た
だ
し
書
の
承
認
の

申
請

法
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
た
だ
し
書
の
承
認
又
は
同
条
た
だ
し
書
の
承
認
の
申
請

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
可
若
し
く
は
同
項
の
認
可
の
申
請
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
確
認
若

し
く
は
同
項
の
確
認
の
申
請

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

法
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
承
認
の
申
請

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
法
第
二
十
六
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第

一
項
た
だ
し
書
の
承
認
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
承
認
の
申
請

法
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
又
は
同
項
た
だ

し
書
の
承
認
の
申
請

法
第
二
十
六
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
承
認
の

申
請

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
可
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
確
認
を
受
け
て
い
る
型
式
に
係
る
移
行
乙
種
電
気
用
品
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
移
行
乙
種
電
気
用
品
に
付
さ
れ
て
い
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
表
示
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
間
は
、
法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
の
表
示
と
み
な
す
。
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４
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
九
日
政
令
第
一
六
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
三
日
政
令
第
三
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
九
日
政
令
第
一
三
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
電
気
用
品
取
締
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
後
の
電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
別
表
第
二
第
八
号
（
七
〇
）
に
掲
げ
る
電
気
用
品
（
次
項
に
お
い
て
「
追
加
電
気
用
品
」
と
い
う
。
）
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
に
関
す
る

通
商
産
業
省
関
係
の
基
準
・
認
証
制
度
等
の
整
理
及
び
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
整
理
合
理
化
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
用
品
安
全
法
（
以
下
「
電
気
用
品
安
全
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
事
業
開
始
の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
電
気
用
品
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
の
規
定
の
施
行
の
日
」
と
す
る
。

２
　
追
加
電
気
用
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
二
年
間
は
、
電
気
用
品
安
全
法
第
二
十
七
条
第
一
項
（
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
が
販
売
す
る
場
合
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。

（
整
理
合
理
化
法
附
則
第
四
十
九
条
の
政
令
で
定
め
る
移
行
電
気
用
品
及
び
期
間
）

第
三
条
　
整
理
合
理
化
法
附
則
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
表
示
の
変
更
に
伴
う
製
造
設
備
の
修
理
又
は
改
造
に
相
当
の
期
間
を
要
す
る
移
行
電
気
用
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
附
則
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同

条
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
移
行
電
気
用
品
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
四
条
及
び
第
五
条
　
削
除

（
整
理
合
理
化
法
附
則
第
五
十
条
の
政
令
で
定
め
る
移
行
特
定
電
気
用
品
）

第
六
条
　
整
理
合
理
化
法
附
則
第
五
十
条
に
規
定
す
る
製
造
か
ら
販
売
ま
で
に
通
常
相
当
の
期
間
を
要
す
る
移
行
特
定
電
気
用
品
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
附
則
別
表
第
二
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
（
一
）
及
び
（
五
）

並
び
に
第
九
号
（
四
）
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
整
理
合
理
化
法
附
則
第
五
十
条
の
政
令
で
定
め
る
期
間
）

第
七
条
　
整
理
合
理
化
法
附
則
第
五
十
条
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
附
則
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
移
行
特
定
電
気
用
品
（
整
理
合
理
化
法
附
則
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
行
特
定
電
気
用
品
を
い
う
。
）
ご
と
に
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
整
理
合
理
化
法
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
整
理
合
理
化
法
第
十
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
整
理
合
理
化
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
用
品
取
締
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
電
気
用
品
取
締
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
型
式
の
承
認
（
整
理
合
理
化
法
附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
受
け
た
型
式
の
承
認
を
含
む
。
）
に
係
る
改
正
前
の
電
気
用
品
取
締
法
施
行
令
別
表
第
一

に
掲
げ
る
電
気
用
品
で
あ
っ
て
改
正
後
の
電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
移
行
甲
種
電
気
用
品
」
と
い
う
。
）
の
表
示
又
は
販
売
に
つ
い
て
は
、
整
理
合
理
化
法
第
十
条
の
規
定
の
施

行
の
日
か
ら
起
算
し
て
附
則
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
移
行
甲
種
電
気
用
品
に
係
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
を
経
過
す
る
日
又
は
当
該
承
認
の
日
か
ら
起
算
し
て
当
該
移
行
甲
種
電
気
用
品
に
係
る
改
正
前
の
電
気
用
品

取
締
法
施
行
令
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
を
経
過
す
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
は
、
電
気
用
品
安
全
法
第
十
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
整
理
合
理
化
法
第
十
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧
電
気
用
品
取
締
法
第
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
可
又
は
旧
電
気
用
品
取
締
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
確
認
を
受
け
て
い
る
型
式
に
係
る
移
行
甲
種
電
気

用
品
に
つ
い
て
は
、
電
気
用
品
安
全
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
整
理
合
理
化
法
第
十
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
（
附
則
別
表
第
六
の
上
欄
に
掲
げ
る
移
行
甲
種
電
気
用
品
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
旧
電
気
用
品
取
締
法
第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
の
ほ
か
、
旧
電
気
用
品
取
締
法
第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
付
さ
れ
た
移
行
甲
種
電
気
用
品
に
つ
い
て
は
、
整
理
合
理
化
法
第
十
条
の
規

定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
附
則
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
移
行
甲
種
電
気
用
品
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
電
気
用
品
安
全
法
第
十
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び

第
二
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
則
別
表
第
一

一
　
電
線
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
六
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（
一
）
　
絶
縁
電
線
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
導
体
の
公
称
断
面
積
が
一
〇
〇
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
ゴ
ム
絶
縁
電
線
（
絶
縁
体
が
合
成
ゴ
ム
の
も
の
を
含
む
。
）

二
年
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２
　
合
成
樹
脂
絶
縁
電
線
（
附
則
別
表
第
三
第
一
号
（
一
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
年

（
二
）
　
ケ
ー
ブ
ル
（
導
体
の
公
称
断
面
積
が
二
二
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
線
心
が
七
本
以
下
及
び
外
装
が
ゴ
ム
（
合
成
ゴ
ム
を
含
む
。
）
又
は
合
成
樹
脂
の
も
の
に
限
る
。
）

二
年

（
三
）
　
コ
ー
ド

二
年

（
四
）
　
キ
ャ
ブ
タ
イ
ヤ
ケ
ー
ブ
ル
（
導
体
の
公
称
断
面
積
が
一
〇
〇
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
線
心
が
七
本
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

二
年

二
　
電
線
管
類
及
び
そ
の
附
属
品
並
び
に
ケ
ー
ブ
ル
配
線
用
ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
銅
製
及
び
黄
銅
製
の
も
の
並
び
に
防
爆
型
の
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）
　
電
線
管
（
可

と
う撓

電
線
管
を
含
み
、
内
径
が
一
二
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

三
年

（
二
）
　
フ
ロ
ア
ダ
ク
ト
（
幅
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

三
年

（
三
）
　
線

ぴ樋
（
幅
が
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

三
年

（
四
）
　
電
線
管
類
の
附
属
品
（
（
一
）
に
掲
げ
る
電
線
管
、
（
二
）
に
掲
げ
る
フ
ロ
ア
ダ
ク
ト
若
し
く
は
（
三
）
に
掲
げ
る
線
樋
を
接
続
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
端
に
接
続
す
る
も
の
に
限
り
、
レ
ジ
ュ
ー
サ
ー
を
除
く
。
）

三
年

（
五
）
　
ケ
ー
ブ
ル
配
線
用
ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス

三
年

三
　
ヒ
ュ
ー
ズ
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
温
度
ヒ
ュ
ー
ズ

二
年

（
二
）
　
そ
の
他
の
ヒ
ュ
ー
ズ
（
定
格
電
流
が
一
ア
ン
ペ
ア
以
上
二
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
（
電
動
機
用
ヒ
ュ
ー
ズ
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
用
電
動
機
の
定
格
容
量
が
一
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
の
も
の
に
限
り
、
附
則
別
表
第
三
第
二

号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
半
導
体
保
護
用
速
動
ヒ
ュ
ー
ズ
を
除
く
。
）

二
年

四
　
配
線
器
具
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
（
蛍
光
灯
用
ソ
ケ
ッ
ト
に
あ
っ
て
は
、
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
一
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
）
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電

路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
り
、
防
爆
型
の
も
の
及
び
油
入
型
の
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）
　
タ
ン
ブ
ラ
ー
ス
イ
ッ
チ
、
中
間
ス
イ
ッ
チ
、
タ
イ
ム
ス
イ
ッ
チ
そ
の
他
の
点
滅
器
（
定
格
電
流
が
三
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
り
、
附
則
別
表
第
三
第
三
号
（
一
）
に
掲
げ
る
も
の
及
び
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る

特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

三
年

（
二
）
　
開
閉
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
流
が
一
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
（
電
動
機
用
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
用
電
動
機
の
定
格
容
量
が
一
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
の
も
の
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま

れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

１
　
箱
開
閉
器
（
カ
バ
ー
付
ス
イ
ッ
チ
を
含
む
。
）

三
年

２
　
フ
ロ
ー
ト
ス
イ
ッ
チ

三
年

３
　
圧
力
ス
イ
ッ
チ
（
定
格
動
作
圧
力
が
二
九
四
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

三
年

４
　
ミ
シ
ン
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

三
年

５
　
配
線
用
遮
断
器

三
年

６
　
漏
電
遮
断
器

三
年

（
三
）
　
カ
ッ
ト
ア
ウ
ト
（
定
格
電
流
が
一
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
つ
め
付
ヒ
ュ
ー
ズ
又
は
プ
ラ
グ
ヒ
ュ
ー
ズ
を
取
り
付
け
る
も
の
に
限
る
。
）

三
年

（
四
）
　
接
続
器
及
び
そ
の
附
属
品
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
流
が
五
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
極
数
が
五
以
下
の
も
の
に
限
り
、
タ
イ
ム
ス
イ
ッ
チ
機
構
以
外
の
点
滅
機
構
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）

１
　
差
込
み
接
続
器
（
附
則
別
表
第
三
第
三
号
（
三
）
に
掲
げ
る
も
の
及
び
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

三
年

２
　
ね
じ
込
み
接
続
器
（
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

三
年

３
　
ソ
ケ
ッ
ト
（
電
灯
器
具
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

三
年

４
　
ロ
ー
ゼ
ッ
ト

三
年

５
　
ジ
ョ
イ
ン
ト
ボ
ッ
ク
ス

三
年

五
　
電
流
制
限
器
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
電
流
が
一
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

二
年

六
　
小
形
単
相
変
圧
器
及
び
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
一
次
電
圧
（
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
っ
て
変
圧
式
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
定
格
電
圧
）
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及

び
定
格
周
波
数
（
二
重
定
格
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
一
方
の
定
格
周
波
数
。
以
下
同
じ
。
）
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
小
形
単
相
変
圧
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
容
量
が
五
〇
〇
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
家
庭
機
器
用
変
圧
器
（2

に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
附
則
別
表
第
三
第
四
号
（
一
）1

及
び5

に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年

２
　
電
子
応
用
機
械
器
具
用
変
圧
器
（
定
格
容
量
が
一
〇
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
を
超
え
る
電
源
変
圧
器
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年

（
二
）
　
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
そ
の
適
用
放
電
管
の
定
格
消
費
電
力
の
合
計
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
蛍
光
灯
用
安
定
器
（
電
灯
器
具
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年

２
　
水
銀
灯
用
安
定
器
そ
の
他
の
高
圧
放
電
灯
用
安
定
器
（
電
灯
器
具
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年

３
　
オ
ゾ
ン
発
生
器
用
安
定
器

二
年

5



七
　
単
相
電
動
機
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
に
限
り
、
極
数
変
換
型
の
も
の
、
防
爆
型
の
も
の
、
紡
績
機
械
用
、
金
属
圧
延
機
械
用
又

は
医
療
用
機
械
器
具
用
の
特
殊
な
構
造
の
も
の
及
び
電
動
ミ
シ
ン
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年

八
　
電
熱
器
具
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
消
費
電
力
が
一
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
電
気
ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
及
び
電
気
フ
ラ
イ
パ
ン

二
年

（
二
）
　
電
気
髪
ご
て
及
び
ヘ
ア
カ
ー
ラ
ー

二
年

九
　
電
動
力
応
用
機
械
器
具
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に

限
る
。
）

（
一
）
　
電
気
ポ
ン
プ
（
定
格
消
費
電
力
が
一
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
附
則
別
表
第
四
第
四
号
（
六
五
）
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
真
空
ポ
ン
プ
、
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
サ
ン
ド
ポ
ン
プ
及
び
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ

る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年

（
二
）
　
電
気
草
刈
機
及
び
電
気
刈
込
み
機

二
年

（
三
）
　
電
気
芝
刈
機

二
年

（
四
）
　
電
気
歯
ブ
ラ
シ
及
び
電
気
ブ
ラ
シ

二
年

（
五
）
　
毛
髪
乾
燥
機
、
電
気
か
み
そ
り
、
電
気
バ
リ
カ
ン
、
電
気
つ
め
磨
き
機
そ
の
他
の
理
容
用
電
動
力
応
用
機
械
器
具

二
年

（
六
）
　
換
気
扇
（
定
格
消
費
電
力
が
三
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

二
年

（
七
）
　
電
気
冷
房
機
（
電
動
機
の
定
格
消
費
電
力
の
合
計
が
七
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
電
熱
装
置
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
電
熱
装
置
の
定
格
消
費
電
力
が
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

二
年

（
八
）
　
空
気
清
浄
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

二
年

（
九
）
　
電
気
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
、
電
気
ド
リ
ル
、
電
気
か
ん
な
、
電
気
の
こ
ぎ
り
、
電
気
ス
ク
リ
ュ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
そ
の
他
の
電
動
工
具
（
定
格
消
費
電
力
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

二
年

（
一
〇
）
　
電
気
マ
ッ
サ
ー
ジ
器

二
年

一
〇
　
電
気
ス
タ
ン
ド
、
家
庭
用
つ
り
下
げ
型
蛍
光
灯
器
具
、
ハ
ン
ド
ラ
ン
プ
、
庭
園
灯
器
具
、
装
飾
用
電
灯
器
具
（
口
金
の
な
い
電
球
又
は
受
金
の
内
径
が
一
五
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ソ
ケ
ッ
ト
を
有
す
る
も
の
に
限
る

。
）
そ
の
他
の
白
熱
電
灯
器
具
及
び
放
電
灯
器
具
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
り
、
防

爆
型
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年

一
一
　
直
流
電
源
装
置
（
交
流
電
源
装
置
と
兼
用
の
も
の
を
含
み
、
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
、
定
格
容
量
が
一
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の

も
の
に
限
り
、
無
線
通
信
機
の
試
験
用
の
も
の
そ
の
他
の
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年

附
則
別
表
第
二

一
　
電
線
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
六
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（
一
）
　
絶
縁
電
線
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
導
体
の
公
称
断
面
積
が
一
〇
〇
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
ゴ
ム
絶
縁
電
線
（
絶
縁
体
が
合
成
ゴ
ム
の
も
の
を
含
む
。
）

七
年

２
　
合
成
樹
脂
絶
縁
電
線
（
附
則
別
表
第
三
第
一
号
（
一
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

七
年

（
二
）
　
ケ
ー
ブ
ル
（
導
体
の
公
称
断
面
積
が
二
二
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
線
心
が
七
本
以
下
及
び
外
装
が
ゴ
ム
（
合
成
ゴ
ム
を
含
む
。
）
又
は
合
成
樹
脂
の
も
の
に
限
る
。
）

七
年

（
三
）
　
コ
ー
ド

七
年

（
四
）
　
キ
ャ
ブ
タ
イ
ヤ
ケ
ー
ブ
ル
（
導
体
の
公
称
断
面
積
が
一
〇
〇
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
線
心
が
七
本
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

七
年

二
　
ヒ
ュ
ー
ズ
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
温
度
ヒ
ュ
ー
ズ

七
年

（
二
）
　
そ
の
他
の
ヒ
ュ
ー
ズ
（
定
格
電
流
が
一
ア
ン
ペ
ア
以
上
二
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
（
電
動
機
用
ヒ
ュ
ー
ズ
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
用
電
動
機
の
定
格
容
量
が
一
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
の
も
の
に
限
り
、
附
則
別
表
第
三
第
二

号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
半
導
体
保
護
用
速
動
ヒ
ュ
ー
ズ
を
除
く
。
）

七
年

三
　
配
線
器
具
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
（
蛍
光
灯
用
ソ
ケ
ッ
ト
に
あ
っ
て
は
、
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
一
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
）
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電

路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
り
、
防
爆
型
の
も
の
及
び
油
入
型
の
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）
　
タ
ン
ブ
ラ
ー
ス
イ
ッ
チ
、
中
間
ス
イ
ッ
チ
、
タ
イ
ム
ス
イ
ッ
チ
そ
の
他
の
点
滅
器
（
定
格
電
流
が
三
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
り
、
附
則
別
表
第
三
第
三
号
（
一
）
に
掲
げ
る
も
の
及
び
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る

特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

十
年

（
二
）
　
開
閉
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
流
が
一
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
（
電
動
機
用
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
用
電
動
機
の
定
格
容
量
が
一
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
の
も
の
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま

れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

１
　
箱
開
閉
器
（
カ
バ
ー
付
ス
イ
ッ
チ
を
含
む
。
）

十
年

２
　
フ
ロ
ー
ト
ス
イ
ッ
チ

十
年

３
　
圧
力
ス
イ
ッ
チ
（
定
格
動
作
圧
力
が
二
九
四
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

十
年
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４
　
ミ
シ
ン
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

十
年

５
　
配
線
用
遮
断
器

十
年

６
　
漏
電
遮
断
器

十
年

（
三
）
　
カ
ッ
ト
ア
ウ
ト
（
定
格
電
流
が
一
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
つ
め
付
ヒ
ュ
ー
ズ
又
は
プ
ラ
グ
ヒ
ュ
ー
ズ
を
取
り
付
け
る
も
の
に
限
る
。
）

十
年

（
四
）
　
接
続
器
及
び
そ
の
附
属
品
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
流
が
五
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
極
数
が
五
以
下
の
も
の
に
限
り
、
タ
イ
ム
ス
イ
ッ
チ
機
構
以
外
の
点
滅
機
構
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）

１
　
差
込
み
接
続
器
（
附
則
別
表
第
三
第
三
号
（
三
）
に
掲
げ
る
も
の
及
び
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

十
年

２
　
ね
じ
込
み
接
続
器
（
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

十
年

３
　
ソ
ケ
ッ
ト
（
電
灯
器
具
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

十
年

４
　
ロ
ー
ゼ
ッ
ト

十
年

５
　
ジ
ョ
イ
ン
ト
ボ
ッ
ク
ス

十
年

四
　
電
流
制
限
器
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
電
流
が
一
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

七
年

五
　
小
形
単
相
変
圧
器
及
び
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
一
次
電
圧
（
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
っ
て
変
圧
式
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
定
格
電
圧
）
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及

び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
小
形
単
相
変
圧
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
容
量
が
五
〇
〇
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
家
庭
機
器
用
変
圧
器
（2

に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
附
則
別
表
第
三
第
四
号
（
一
）1

及
び5

に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

２
　
電
子
応
用
機
械
器
具
用
変
圧
器
（
定
格
容
量
が
一
〇
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
を
超
え
る
電
源
変
圧
器
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

（
二
）
　
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
そ
の
適
用
放
電
管
の
定
格
消
費
電
力
の
合
計
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
蛍
光
灯
用
安
定
器
（
電
灯
器
具
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

２
　
水
銀
灯
用
安
定
器
そ
の
他
の
高
圧
放
電
灯
用
安
定
器
（
電
灯
器
具
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

３
　
オ
ゾ
ン
発
生
器
用
安
定
器

七
年

六
　
電
熱
器
具
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
消
費
電
力
が
一
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
電
気
便
座

五
年

（
二
）
　
電
気
温
蔵
庫

五
年

（
三
）
　
水
道
凍
結
防
止
器
、
ガ
ラ
ス
曇
り
防
止
器
そ
の
他
の
凍
結
又
は
凝
結
防
止
用
電
熱
器
具

五
年

（
四
）
　
電
気
温
水
器

五
年

（
五
）
　
電
熱
式
吸
入
器
そ
の
他
の
家
庭
用
電
熱
治
療
器
（
附
則
別
表
第
三
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

五
年

（
六
）
　
電
気
ス
チ
ー
ム
バ
ス
及
び
ス
チ
ー
ム
バ
ス
用
電
熱
器

五
年

（
七
）
　
電
気
サ
ウ
ナ
バ
ス
及
び
サ
ウ
ナ
バ
ス
用
電
熱
器

五
年

（
八
）
　
観
賞
魚
用
ヒ
ー
タ
ー

五
年

（
九
）
　
観
賞
植
物
用
ヒ
ー
タ
ー

五
年

（
一
〇
）
　
電
熱
式
お
も
ち
ゃ

五
年

七
　
電
動
力
応
用
機
械
器
具
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に

限
る
。
）

（
一
）
　
電
気
ポ
ン
プ
（
定
格
消
費
電
力
が
一
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
附
則
別
表
第
四
第
四
号
（
六
五
）
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
真
空
ポ
ン
プ
、
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
サ
ン
ド
ポ
ン
プ
及
び
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ

る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

（
二
）
　
冷
蔵
用
又
は
冷
凍
用
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
（
定
格
消
費
電
力
が
三
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
冷
却
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五
年

（
三
）
　
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
フ
リ
ー
ザ
ー
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
電
動
機
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五
年

（
四
）
　
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ー
（
定
格
消
費
電
力
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

五
年

（
五
）
　
電
気
マ
ッ
サ
ー
ジ
器

七
年

（
六
）
　
自
動
洗
浄
乾
燥
式
便
器

五
年

（
七
）
　
自
動
販
売
機
（
電
熱
装
置
、
冷
却
装
置
、
放
電
灯
又
は
液
体
収
納
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限
り
、
乗
車
券
用
の
も
の
を
除
く
。
）

五
年

（
八
）
　
電
気
気
泡
発
生
器
（
浴
槽
に
お
い
て
使
用
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
定
格
消
費
電
力
が
一
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

五
年

（
九
）
　
電
動
式
お
も
ち
ゃ
そ
の
他
の
電
動
力
応
用
遊
戯
器
具
（
附
則
別
表
第
四
第
四
号
（
六
八
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

五
年
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八
　
高
周
波
脱
毛
器
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
、
定
格
高
周
波
出
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の

に
限
る
。
）

五
年

九
　
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
交
流
用
電
気
機
械
器
具
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の

に
限
る
。
）

（
一
）
　
磁
気
治
療
器

五
年

（
二
）
　
電
撃
殺
虫
器

五
年

（
三
）
　
電
気
浴
器
用
電
源
装
置

五
年

（
四
）
　
直
流
電
源
装
置
（
交
流
電
源
装
置
と
兼
用
の
も
の
を
含
み
、
定
格
容
量
が
一
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
り
、
無
線
通
信
機
の
試
験
用
の
も
の
そ
の
他
の
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

一
〇
　
定
格
電
圧
が
三
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
携
帯
発
電
機

五
年

附
則
別
表
第
三
及
び
附
則
別
表
第
四
　
削
除

附
則
別
表
第
五

一
　
電
線
及
び
電
気
温
床
線
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（
一
）
　
絶
縁
電
線
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
導
体
の
公
称
断
面
積
が
一
〇
〇
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
蛍
光
灯
電
線

七
年

２
　
ネ
オ
ン
電
線

七
年

（
二
）
　
ケ
ー
ブ
ル
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
六
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
、
導
体
の
公
称
断
面
積
が
二
二
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
〇
〇
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
線
心
が
七
本
以
下
及
び
外
装
が
ゴ
ム
（
合
成
ゴ
ム
を

含
む
。
）
又
は
合
成
樹
脂
の
も
の
に
限
る
。
）

七
年

（
三
）
　
電
気
温
床
線

七
年

二
　
ヒ
ュ
ー
ズ
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
電
流
が
一
ア
ン
ペ
ア
以
上
二
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
（
電
動
機
用
ヒ
ュ
ー
ズ
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
用
電
動
機
の

定
格
容
量
が
一
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
筒
形
ヒ
ュ
ー
ズ

七
年

（
二
）
　
栓
形
ヒ
ュ
ー
ズ

七
年

三
　
配
線
器
具
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
り
、
防
爆
型
の
も
の
及
び
油
入
型
の
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）
　
リ
モ
ー
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
リ
レ
ー
（
定
格
電
流
が
三
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

十
年

（
二
）
　
開
閉
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
流
が
一
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
（
電
動
機
用
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
用
電
動
機
の
定
格
容
量
が
一
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
の
も
の
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま

れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

１
　
カ
ッ
ト
ア
ウ
ト
ス
イ
ッ
チ

十
年

２
　
カ
バ
ー
付
ナ
イ
フ
ス
イ
ッ
チ

十
年

３
　
分
電
盤
ユ
ニ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ

十
年

４
　
電
磁
開
閉
器
（
箱
入
り
の
も
の
で
あ
っ
て
、
過
電
流
継
電
機
構
を
有
す
る
も
の
又
は
ヒ
ュ
ー
ズ
を
取
り
付
け
る
も
の
に
限
る
。
）

十
年

（
三
）
　
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ダ
ク
ト
及
び
そ
の
附
属
品
（
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ダ
ク
ト
を
接
続
し
、
又
は
そ
の
端
に
接
続
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ダ
ク
ト
用
接
続
器
（
定
格
電
流
が
五
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
で
あ

っ
て
、
極
数
が
五
以
下
の
も
の
に
限
り
、
タ
イ
ム
ス
イ
ッ
チ
機
構
以
外
の
点
滅
機
構
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）

十
年

四
　
小
形
単
相
変
圧
器
、
電
圧
調
整
器
及
び
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
一
次
電
圧
（
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
っ
て
変
圧
式
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
定
格
電
圧
）
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇

ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
小
形
単
相
変
圧
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
容
量
が
五
〇
〇
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
ベ
ル
用
変
圧
器
（
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

２
　
表
示
器
用
変
圧
器
（
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

３
　
リ
モ
ー
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
リ
レ
ー
用
変
圧
器
（
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

４
　
ネ
オ
ン
変
圧
器
（
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

５
　
燃
焼
器
具
用
変
圧
器
（
点
火
用
の
も
の
に
限
り
、
パ
ル
ス
型
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

（
二
）
　
電
圧
調
整
器
（
定
格
容
量
が
五
〇
〇
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

（
三
）
　
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
そ
の
適
用
放
電
管
の
定
格
消
費
電
力
の
合
計
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
ナ
ト
リ
ウ
ム
灯
用
安
定
器
（
電
灯
器
具
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

２
　
殺
菌
灯
用
安
定
器

七
年
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五
　
か
ご
形
三
相
誘
導
電
動
機
（
定
格
電
圧
が
一
五
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
、
定
格
出
力
が
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
に
限
り
、
短
時
間
定
格
の
も
の
、
極
数

変
換
型
の
も
の
、
防
爆
型
の
も
の
、
紡
績
機
械
用
、
金
属
圧
延
機
械
用
又
は
医
療
用
機
械
器
具
用
の
特
殊
な
構
造
の
も
の
及
び
電
動
ミ
シ
ン
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

六
　
電
気
温
き
ゅ
う
器
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
消
費
電
力
が
一
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五
年

七
　
家
庭
用
電
動
力
応
用
治
療
器
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
り
、
附
則
別
表
第
二
第

七
号
（
五
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

五
年

八
　
電
子
応
用
機
械
器
具
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限

る
。
）

（
一
）
　
家
庭
用
低
周
波
治
療
器

五
年

（
二
）
　
家
庭
用
超
音
波
治
療
器
及
び
家
庭
用
超
短
波
治
療
器
（
定
格
高
周
波
出
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

五
年

九
　
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
交
流
用
電
気
機
械
器
具
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の

に
限
る
。
）

（
一
）
　
家
庭
用
電
位
治
療
器

五
年

（
二
）
　
電
気
さ
く
用
電
源
装
置

五
年

附
則
別
表
第
六

一
　
電
線
及
び
電
気
温
床
線
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（
一
）
　
絶
縁
電
線
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
導
体
の
公
称
断
面
積
が
一
〇
〇
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
蛍
光
灯
電
線

二
年

２
　
ネ
オ
ン
電
線

二
年

（
二
）
　
ケ
ー
ブ
ル
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
六
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
、
導
体
の
公
称
断
面
積
が
二
二
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
〇
〇
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
線
心
が
七
本
以
下
及
び
外
装
が
ゴ
ム
（
合
成
ゴ
ム
を

含
む
。
）
又
は
合
成
樹
脂
の
も
の
に
限
る
。
）

二
年

（
三
）
　
電
気
温
床
線

二
年

二
　
ヒ
ュ
ー
ズ
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
電
流
が
一
ア
ン
ペ
ア
以
上
二
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
（
電
動
機
用
ヒ
ュ
ー
ズ
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
用
電
動
機
の

定
格
容
量
が
一
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
筒
形
ヒ
ュ
ー
ズ

二
年

（
二
）
　
栓
形
ヒ
ュ
ー
ズ

二
年

三
　
配
線
器
具
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
り
、
防
爆
型
の
も
の
及
び
油
入
型
の
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）
　
リ
モ
ー
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
リ
レ
ー
（
定
格
電
流
が
三
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

三
年

（
二
）
　
開
閉
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
流
が
一
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
（
電
動
機
用
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
用
電
動
機
の
定
格
容
量
が
一
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
の
も
の
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま

れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

１
　
カ
ッ
ト
ア
ウ
ト
ス
イ
ッ
チ

三
年

２
　
カ
バ
ー
付
ナ
イ
フ
ス
イ
ッ
チ

三
年

３
　
分
電
盤
ユ
ニ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ

三
年

４
　
電
磁
開
閉
器
（
箱
入
り
の
も
の
で
あ
っ
て
、
過
電
流
継
電
機
構
を
有
す
る
も
の
又
は
ヒ
ュ
ー
ズ
を
取
り
付
け
る
も
の
に
限
る
。
）

三
年

（
三
）
　
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ダ
ク
ト
及
び
そ
の
附
属
品
（
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ダ
ク
ト
を
接
続
し
、
又
は
そ
の
端
に
接
続
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ダ
ク
ト
用
接
続
器
（
定
格
電
流
が
五
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
で
あ

っ
て
、
極
数
が
五
以
下
の
も
の
に
限
り
、
タ
イ
ム
ス
イ
ッ
チ
機
構
以
外
の
点
滅
機
構
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）

三
年

四
　
小
形
単
相
変
圧
器
、
電
圧
調
整
器
及
び
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
一
次
電
圧
（
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
っ
て
変
圧
式
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
定
格
電
圧
）
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇

ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
小
形
単
相
変
圧
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
容
量
が
五
〇
〇
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
ベ
ル
用
変
圧
器
（
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年

２
　
表
示
器
用
変
圧
器
（
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年

３
　
リ
モ
ー
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
リ
レ
ー
用
変
圧
器
（
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年

４
　
ネ
オ
ン
変
圧
器
（
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年

５
　
燃
焼
器
具
用
変
圧
器
（
点
火
用
の
も
の
に
限
り
、
パ
ル
ス
型
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年

（
二
）
　
電
圧
調
整
器
（
定
格
容
量
が
五
〇
〇
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年
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（
三
）
　
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
そ
の
適
用
放
電
管
の
定
格
消
費
電
力
の
合
計
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
ナ
ト
リ
ウ
ム
灯
用
安
定
器
（
電
灯
器
具
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年

２
　
殺
菌
灯
用
安
定
器

二
年

五
　
か
ご
形
三
相
誘
導
電
動
機
（
定
格
電
圧
が
一
五
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
、
定
格
出
力
が
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
に
限
り
、
短
時
間
定
格
の
も
の
、
極
数

変
換
型
の
も
の
、
防
爆
型
の
も
の
、
紡
績
機
械
用
、
金
属
圧
延
機
械
用
又
は
医
療
用
機
械
器
具
用
の
特
殊
な
構
造
の
も
の
及
び
電
動
ミ
シ
ン
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

二
年

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
（
第
一
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
二
日
政
令
第
四
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
か
ら
第
三
条
ま
で
、
第
五
条
、
第
十
条
中
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
施
行
令
第
三
条
の
改
正
規
定
及
び
第
十
二

条
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
七
日
政
令
第
五
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
益
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
経
済
産
業
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
七
日
政
令
第
三
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
一
四
日
政
令
第
三
七
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
電
気
用
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
一
日
政
令
第
一
六
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
電
気
用
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
後
の
電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
別
表
第
二
第
十
二
号
に
掲
げ
る
電
気
用
品
（
以
下
「
追
加
電
気
用
品
」
と
い
う
。
）
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
に
関
す
る
電
気
用
品
安
全
法

第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
事
業
開
始
の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
電
気
用
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
施
行
の
日
」
と
す
る
。

２
　
電
気
用
品
安
全
法
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
追
加
電
気
用
品
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
六
日
政
令
第
二
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
後
の
電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
別
表
第
二
に
規
定
す
る
電
気
用
品
の
う
ち
改
正
前
の
電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
別
表
第
二
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
以
下
「
追
加
電
気
用
品
」
と
い
う

。
）
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
に
関
す
る
電
気
用
品
安
全
法
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
事
業
開
始
の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十

三
年
政
令
第
二
百
十
三
号
）
の
施
行
の
日
」
と
す
る
。

２
　
電
気
用
品
安
全
法
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
追
加
電
気
用
品
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
施
行
日
前
に
電
気
用
品
安
全
法
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
報
告
の
徴
収
そ
の
他
の
行
為
で
、
施
行
日
以
後
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り

市
長
が
行
う
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
長
が
行
っ
た
報
告
の
徴
収
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。
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別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
一
条
の
二
、
第
二
条
関
係
）

一
　
電
線
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
六
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（
一
）
　
絶
縁
電
線
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
導
体
の
公
称
断
面
積
が
一
〇
〇
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
ゴ
ム
絶
縁
電
線
（
絶
縁
体
が
合
成
ゴ
ム
の
も
の
を
含
む
。
）

七
年

２
　
合
成
樹
脂
絶
縁
電
線
（
別
表
第
二
第
一
号
（
一
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

七
年

（
二
）
　
ケ
ー
ブ
ル
（
導
体
の
公
称
断
面
積
が
二
二
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
線
心
が
七
本
以
下
及
び
外
装
が
ゴ
ム
（
合
成
ゴ
ム
を
含
む
。
）
又
は
合
成
樹
脂
の
も
の
に
限
る
。
）

七
年

（
三
）
　
コ
ー
ド

七
年

（
四
）
　
キ
ャ
ブ
タ
イ
ヤ
ケ
ー
ブ
ル
（
導
体
の
公
称
断
面
積
が
一
〇
〇
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
線
心
が
七
本
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

七
年

二
　
ヒ
ュ
ー
ズ
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
温
度
ヒ
ュ
ー
ズ

七
年

（
二
）
　
そ
の
他
の
ヒ
ュ
ー
ズ
（
定
格
電
流
が
一
ア
ン
ペ
ア
以
上
二
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
（
電
動
機
用
ヒ
ュ
ー
ズ
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
適
用
電
動
機
の
定
格
容
量
が
一
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
の
も
の
に
限
り
、
別
表
第
二
第
三
号
に

掲
げ
る
も
の
及
び
半
導
体
保
護
用
速
動
ヒ
ュ
ー
ズ
を
除
く
。
）

七
年

三
　
配
線
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
（
蛍
光
灯
用
ソ
ケ
ッ
ト
に
あ
つ
て
は
、
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
一
、
〇
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
）
の
も
の
で
あ
つ
て
、
交
流
の
電

路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
り
、
防
爆
型
の
も
の
及
び
油
入
型
の
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）
　
タ
ン
ブ
ラ
ー
ス
イ
ッ
チ
、
中
間
ス
イ
ッ
チ
、
タ
イ
ム
ス
イ
ッ
チ
そ
の
他
の
点
滅
器
（
定
格
電
流
が
三
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
り
、
別
表
第
二
第
四
号
（
一
）
に
掲
げ
る
も
の
及
び
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊

な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

（
二
）
　
開
閉
器
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
流
が
一
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
（
電
動
機
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
適
用
電
動
機
の
定
格
容
量
が
一
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
の
も
の
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま

れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

１
　
箱
開
閉
器
（
カ
バ
ー
付
ス
イ
ッ
チ
を
含
む
。
）

七
年

２
　
フ
ロ
ー
ト
ス
イ
ッ
チ

七
年

３
　
圧
力
ス
イ
ッ
チ
（
定
格
動
作
圧
力
が
二
九
四
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

七
年

４
　
ミ
シ
ン
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

七
年

５
　
配
線
用
遮
断
器

七
年

６
　
漏
電
遮
断
器

七
年

（
三
）
　
カ
ッ
ト
ア
ウ
ト
（
定
格
電
流
が
一
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、
つ
め
付
ヒ
ュ
ー
ズ
又
は
プ
ラ
グ
ヒ
ュ
ー
ズ
を
取
り
付
け
る
も
の
に
限
る
。
）

七
年

（
四
）
　
接
続
器
及
び
そ
の
附
属
品
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
流
が
五
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、
極
数
が
五
以
下
の
も
の
に
限
り
、
タ
イ
ム
ス
イ
ッ
チ
機
構
以
外
の
点
滅
機
構
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）

１
　
差
込
み
接
続
器
（
別
表
第
二
第
四
号
（
三
）
に
掲
げ
る
も
の
及
び
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

２
　
ね
じ
込
み
接
続
器
（
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

３
　
ソ
ケ
ッ
ト
（
電
灯
器
具
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

４
　
ロ
ー
ゼ
ッ
ト

七
年

５
　
ジ
ョ
イ
ン
ト
ボ
ッ
ク
ス

七
年

四
　
電
流
制
限
器
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
電
流
が
一
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

七
年

五
　
小
形
単
相
変
圧
器
及
び
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
一
次
電
圧
（
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
つ
て
変
圧
式
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
定
格
電
圧
）
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及

び
定
格
周
波
数
（
二
重
定
格
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
一
方
の
定
格
周
波
数
。
以
下
同
じ
。
）
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
小
形
単
相
変
圧
器
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
容
量
が
五
〇
〇
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
家
庭
機
器
用
変
圧
器
（2

に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
別
表
第
二
第
五
号
（
一
）1

及
び5

に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

２
　
電
子
応
用
機
械
器
具
用
変
圧
器
（
定
格
容
量
が
一
〇
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
を
超
え
る
電
源
変
圧
器
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

（
二
）
　
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
そ
の
適
用
放
電
管
の
定
格
消
費
電
力
の
合
計
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
蛍
光
灯
用
安
定
器
（
電
灯
器
具
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

２
　
水
銀
灯
用
安
定
器
そ
の
他
の
高
圧
放
電
灯
用
安
定
器
（
電
灯
器
具
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

七
年

３
　
オ
ゾ
ン
発
生
器
用
安
定
器

七
年

六
　
電
熱
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
消
費
電
力
が
一
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
電
気
便
座

五
年

（
二
）
　
電
気
温
蔵
庫

五
年
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（
三
）
　
水
道
凍
結
防
止
器
、
ガ
ラ
ス
曇
り
防
止
器
そ
の
他
の
凍
結
又
は
凝
結
防
止
用
電
熱
器
具

七
年

（
四
）
　
電
気
温
水
器

五
年

（
五
）
　
電
熱
式
吸
入
器
そ
の
他
の
家
庭
用
電
熱
治
療
器
（
別
表
第
二
第
七
号
（
五
七
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

五
年

（
六
）
　
電
気
ス
チ
ー
ム
バ
ス
及
び
ス
チ
ー
ム
バ
ス
用
電
熱
器

五
年

（
七
）
　
電
気
サ
ウ
ナ
バ
ス
及
び
サ
ウ
ナ
バ
ス
用
電
熱
器

五
年

（
八
）
　
観
賞
魚
用
ヒ
ー
タ
ー

五
年

（
九
）
　
観
賞
植
物
用
ヒ
ー
タ
ー

五
年

（
一
〇
）
　
電
熱
式
お
も
ち
や

五
年

七
　
電
動
力
応
用
機
械
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に

限
る
。
）

（
一
）
　
電
気
ポ
ン
プ
（
定
格
消
費
電
力
が
一
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
別
表
第
二
第
八
号
（
六
五
）
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
真
空
ポ
ン
プ
、
オ
イ
ル
ポ
ン
プ
、
サ
ン
ド
ポ
ン
プ
及
び
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特

殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

五
年

（
二
）
　
冷
蔵
用
又
は
冷
凍
用
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
（
定
格
消
費
電
力
が
三
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
冷
却
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五
年

（
三
）
　
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
フ
リ
ー
ザ
ー
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
電
動
機
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五
年

（
四
）
　
デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
ー
（
定
格
消
費
電
力
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

五
年

（
五
）
　
電
気
マ
ッ
サ
ー
ジ
器

五
年

（
六
）
　
自
動
洗
浄
乾
燥
式
便
器

五
年

（
七
）
　
自
動
販
売
機
（
電
熱
装
置
、
冷
却
装
置
、
放
電
灯
又
は
液
体
収
納
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限
り
、
乗
車
券
用
の
も
の
を
除
く
。
）

五
年

（
八
）
　
電
気
気
泡
発
生
器
（
浴
槽
に
お
い
て
使
用
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
定
格
消
費
電
力
が
一
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

三
年

（
九
）
　
電
動
式
お
も
ち
や
そ
の
他
の
電
動
力
応
用
遊
戯
器
具
（
別
表
第
二
第
八
号
（
六
九
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

五
年

八
　
高
周
波
脱
毛
器
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
、
定
格
高
周
波
出
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の

に
限
る
。
）

三
年

九
　
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
交
流
用
電
気
機
械
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の

に
限
る
。
）

（
一
）
　
磁
気
治
療
器

三
年

（
二
）
　
電
撃
殺
虫
器

五
年

（
三
）
　
電
気
浴
器
用
電
源
装
置

五
年

（
四
）
　
直
流
電
源
装
置
（
交
流
電
源
装
置
と
兼
用
の
も
の
を
含
み
、
定
格
容
量
が
一
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
り
、
無
線
通
信
機
の
試
験
用
の
も
の
そ
の
他
の
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

五
年

一
〇
　
定
格
電
圧
が
三
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
携
帯
発
電
機

五
年

別
表
第
二
　
（
第
一
条
関
係
）

一
　
電
線
及
び
電
気
温
床
線
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（
一
）
　
絶
縁
電
線
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
導
体
の
公
称
断
面
積
が
一
〇
〇
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
蛍
光
灯
電
線

２
　
ネ
オ
ン
電
線

（
二
）
　
ケ
ー
ブ
ル
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
六
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
、
導
体
の
公
称
断
面
積
が
二
二
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
〇
〇
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
線
心
が
七
本
以
下
及
び
外
装
が
ゴ
ム
（
合
成
ゴ
ム
を
含

む
。
）
又
は
合
成
樹
脂
の
も
の
に
限
る
。
）

（
三
）
　
電
気
温
床
線

二
　
電
線
管
類
及
び
そ
の
附
属
品
並
び
に
ケ
ー
ブ
ル
配
線
用
ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
銅
製
及
び
黄
銅
製
の
も
の
並
び
に
防
爆
型
の
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）
　
電
線
管
（
可

と
う撓

電
線
管
を
含
み
、
内
径
が
一
二
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
二
）
　
フ
ロ
ア
ダ
ク
ト
（
幅
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
三
）
　
線

ぴ樋
（
幅
が
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
四
）
　
電
線
管
類
の
附
属
品
（
（
一
）
に
掲
げ
る
電
線
管
、
（
二
）
に
掲
げ
る
フ
ロ
ア
ダ
ク
ト
若
し
く
は
（
三
）
に
掲
げ
る
線
樋
を
接
続
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
端
に
接
続
す
る
も
の
に
限
り
、
レ
ジ
ュ
ー
サ
ー
を
除
く
。
）

（
五
）
　
ケ
ー
ブ
ル
配
線
用
ス
イ
ッ
チ
ボ
ッ
ク
ス

三
　
ヒ
ュ
ー
ズ
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
電
流
が
一
ア
ン
ペ
ア
以
上
二
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
（
電
動
機
用
ヒ
ュ
ー
ズ
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
適
用
電
動
機
の
定
格

容
量
が
一
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
の
も
の
で
あ
つ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
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（
一
）
　
筒
形
ヒ
ュ
ー
ズ

（
二
）
　
栓
形
ヒ
ュ
ー
ズ

四
　
配
線
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
り
、
防
爆
型
の
も
の
及
び
油
入
型
の
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）
　
リ
モ
ー
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
リ
レ
ー
（
定
格
電
流
が
三
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

（
二
）
　
開
閉
器
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
流
が
一
〇
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
（
電
動
機
用
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
適
用
電
動
機
の
定
格
容
量
が
一
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
の
も
の
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る

特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

１
　
カ
ッ
ト
ア
ウ
ト
ス
イ
ッ
チ

２
　
カ
バ
ー
付
ナ
イ
フ
ス
イ
ッ
チ

３
　
分
電
盤
ユ
ニ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ

４
　
電
磁
開
閉
器
（
箱
入
り
の
も
の
で
あ
つ
て
、
過
電
流
継
電
機
構
を
有
す
る
も
の
又
は
ヒ
ュ
ー
ズ
を
取
り
付
け
る
も
の
に
限
る
。
）

（
三
）
　
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ダ
ク
ト
及
び
そ
の
附
属
品
（
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ダ
ク
ト
を
接
続
し
、
又
は
そ
の
端
に
接
続
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ダ
ク
ト
用
接
続
器
（
定
格
電
流
が
五
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、

極
数
が
五
以
下
の
も
の
に
限
り
、
タ
イ
ム
ス
イ
ッ
チ
機
構
以
外
の
点
滅
機
構
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）

五
　
小
形
単
相
変
圧
器
、
電
圧
調
整
器
及
び
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
一
次
電
圧
（
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
つ
て
変
圧
式
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
定
格
電
圧
）
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル

ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
小
形
単
相
変
圧
器
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
容
量
が
五
〇
〇
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
ベ
ル
用
変
圧
器
（
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

２
　
表
示
器
用
変
圧
器
（
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

３
　
リ
モ
ー
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
リ
レ
ー
用
変
圧
器
（
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

４
　
ネ
オ
ン
変
圧
器
（
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

５
　
燃
焼
器
具
用
変
圧
器
（
点
火
用
の
も
の
に
限
り
、
パ
ル
ス
型
の
も
の
を
除
く
。
）

（
二
）
　
電
圧
調
整
器
（
定
格
容
量
が
五
〇
〇
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

（
三
）
　
放
電
灯
用
安
定
器
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
そ
の
適
用
放
電
管
の
定
格
消
費
電
力
の
合
計
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

１
　
ナ
ト
リ
ウ
ム
灯
用
安
定
器
（
電
灯
器
具
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

２
　
殺
菌
灯
用
安
定
器

六
　
小
形
交
流
電
動
機
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
に
限
り
、
極
数
変
換
型
の
も
の
、
防
爆
型
の
も
の
、
紡
績
機
械
用
、
金
属
圧
延
機
械
用
又
は
医
療
用
機
械
器
具
用
の
特

殊
な
構
造
の
も
の
及
び
電
動
ミ
シ
ン
以
外
の
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

（
一
）
　
単
相
電
動
機
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
二
）
　
か
ご
形
三
相
誘
導
電
動
機
（
定
格
電
圧
が
一
五
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
出
力
が
三
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
短
時
間
定
格
の
も
の
を
除
く
。
）

七
　
電
熱
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
消
費
電
力
が
一
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
電
気
足
温
器
及
び
電
気
ス
リ
ッ
パ

（
二
）
　
電
気
ひ
ざ
掛
け

（
三
）
　
電
気
座
布
団

（
四
）
　
電
気
カ
ー
ペ
ッ
ト

（
五
）
　
電
気
敷
布
、
電
気
毛
布
及
び
電
気
布
団

（
六
）
　
電
気
あ
ん
か

（
七
）
　
電
気
い
す
カ
バ
ー
及
び
電
気
採
暖
い
す

（
八
）
　
電
気
こ
た
つ

（
九
）
　
電
気
ス
ト
ー
ブ

（
一
〇
）
　
電
気
火
鉢
そ
の
他
の
採
暖
用
電
熱
器
具
（
別
表
第
一
第
六
号
（
一
）
に
掲
げ
る
も
の
及
び
電
熱
装
置
を
有
す
る
保
育
器
を
除
く
。
）

（
一
一
）
　
電
気
ト
ー
ス
タ
ー

（
一
二
）
　
電
気
天
火

（
一
三
）
　
電
気
魚
焼
き
器

（
一
四
）
　
電
気
ロ
ー
ス
タ
ー

（
一
五
）
　
電
気
レ
ン
ジ

（
一
六
）
　
電
気
こ
ん
ろ

（
一
七
）
　
電
気
ソ
ー
セ
ー
ジ
焼
き
器
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（
一
八
）
　
ワ
ッ
フ
ル
ア
イ
ロ
ン

（
一
九
）
　
電
気
た
こ
焼
き
器

（
二
〇
）
　
電
気
ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
及
び
電
気
フ
ラ
イ
パ
ン

（
二
一
）
　
電
気
が
ま
及
び
電
気
ジ
ャ
ー

（
二
二
）
　
電
気
な
べ

（
二
三
）
　
電
気
フ
ラ
イ
ヤ
ー

（
二
四
）
　
電
気
卵
ゆ
で
器

（
二
五
）
　
電
気
保
温
盆

（
二
六
）
　
電
気
加
温
台

（
二
七
）
　
電
気
牛
乳
沸
器
、
電
気
湯
沸
器
、
電
気
コ
ー
ヒ
ー
沸
器
及
び
電
気
茶
沸
器

（
二
八
）
　
電
気
酒
か
ん
器

（
二
九
）
　
電
気
湯
せ
ん
器

（
三
〇
）
　
電
気
蒸
し
器

（
三
一
）
　
電
磁
誘
導
加
熱
式
調
理
器
そ
の
他
の
調
理
用
電
熱
器
具
（
別
表
第
一
第
六
号
（
二
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
三
二
）
　
ひ
げ
そ
り
用
湯
沸
器

（
三
三
）
　
電
気
髪
ご
て
及
び
ヘ
ア
カ
ー
ラ
ー

（
三
四
）
　
毛
髪
加
湿
器
そ
の
他
の
理
容
用
電
熱
器
具

（
三
五
）
　
電
熱
ナ
イ
フ

（
三
六
）
　
電
気
溶
解
器

（
三
七
）
　
電
気
焼
成
炉

（
三
八
）
　
電
気
は
ん
だ
ご
て
、
こ
て
加
熱
器
そ
の
他
の
工
作
用
又
は
工
芸
用
の
電
熱
器
具

（
三
九
）
　
タ
オ
ル
蒸
し
器

（
四
〇
）
　
電
気
消
毒
器
（
電
熱
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
四
一
）
　
湿
潤
器

（
四
二
）
　
電
気
湯
の
し
器

（
四
三
）
　
投
込
み
湯
沸
器

（
四
四
）
　
電
気
瞬
間
湯
沸
器

（
四
五
）
　
現
像
恒
温
器

（
四
六
）
　
電
熱
ボ
ー
ド
、
電
熱
シ
ー
ト
及
び
電
熱
マ
ッ
ト

（
四
七
）
　
電
気
乾
燥
器

（
四
八
）
　
電
気
プ
レ
ス
器
（
繊
維
製
品
の
プ
レ
ス
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
四
九
）
　
電
気
育
苗
器

（
五
〇
）
　
電
気
ふ
卵
器

（
五
一
）
　
電
気
育
す
う
器

（
五
二
）
　
電
気
ア
イ
ロ
ン

（
五
三
）
　
電
気
裁
縫
ご
て

（
五
四
）
　
電
気
接
着
器
（
高
周
波
ウ
エ
ル
ダ
ー
を
除
く
。
）

（
五
五
）
　
電
気
香
炉

（
五
六
）
　
電
気
く
ん
蒸
殺
虫
器

（
五
七
）
　
電
気
温
き
ゆ
う
器

八
　
電
動
力
応
用
機
械
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
（
可
搬
型
の
も
の
に
限
る
。
）

（
二
）
　
電
気
冷
蔵
庫
及
び
電
気
冷
凍
庫
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
冷
却
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
三
）
　
電
気
製
氷
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
冷
却
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
四
）
　
電
気
冷
水
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
冷
却
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
五
）
　
空
気
圧
縮
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
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（
六
）
　
電
動
ミ
シ
ン

（
七
）
　
電
気
ろ
く
ろ

（
八
）
　
電
気
鉛
筆
削
機

（
九
）
　
電
動
か
く
は
ん
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
一
〇
）
　
電
気
は
さ
み

（
一
一
）
　
電
気
捕
虫
機

（
一
二
）
　
電
気
草
刈
機
及
び
電
気
刈
込
み
機

（
一
三
）
　
電
気
芝
刈
機

（
一
四
）
　
農
業
用
機
械
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１
　
電
動
脱
穀
機
、
電
動
も
み
す
り
機
、
電
動
わ
ら
打
機
及
び
電
動
縄
な
い
機

２
　
選
卵
機
及
び
洗
卵
機

（
一
五
）
　
園
芸
用
電
気
耕
土
機

（
一
六
）
　
昆
布
加
工
機
及
び
す
る
め
加
工
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
一
七
）
　
ジ
ュ
ー
サ
ー
、
ジ
ュ
ー
ス
ミ
キ
サ
ー
及
び
フ
ッ
ド
ミ
キ
サ
ー
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
電
動
機
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
八
）
　
電
気
製
め
ん
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
電
動
機
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
九
）
　
電
気
も
ち
つ
き
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
電
動
機
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
二
〇
）
　
コ
ー
ヒ
ー
ひ
き
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
二
一
）
　
電
気
缶
切
機

（
二
二
）
　
電
気
肉
ひ
き
機
、
電
気
肉
切
り
機
及
び
電
気
パ
ン
切
り
機
（
定
格
消
費
電
力
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
二
三
）
　
電
気
か
つ
お
節
削
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
二
四
）
　
電
気
氷
削
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
二
五
）
　
電
気
洗
米
機
（
定
格
消
費
電
力
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
二
六
）
　
野
菜
洗
浄
機
（
定
格
消
費
電
力
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
二
七
）
　
電
気
食
器
洗
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
電
動
機
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
二
八
）
　
精
米
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
二
九
）
　
ほ
う
じ
茶
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
電
動
機
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
三
〇
）
　
包
装
機
械
及
び
荷
造
機
械
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
三
一
）
　
電
気
置
時
計
及
び
電
気
掛
時
計

（
三
二
）
　
自
動
印
画
定
着
器
及
び
自
動
印
画
水
洗
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
三
三
）
　
事
務
用
機
械
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１
　
謄
写
機
及
び
事
務
用
印
刷
機
（
長
幅
が
五
一
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
短
幅
が
三
六
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
物
の
印
刷
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
あ
て
名
印
刷
機

２
　
タ
イ
ム
レ
コ
ー
ダ
ー
及
び
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ

３
　
電
動
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー

４
　
帳
票
分
類
機

５
　
文
書
細
断
機
及
び
電
動
断
裁
機

６
　
コ
レ
ー
タ
ー

７
　
紙
と
じ
機
、
穴
あ
け
機
及
び
番
号
機

８
　
チ
ェ
ッ
ク
ラ
イ
タ
ー
、
硬
貨
計
数
機
及
び
紙
幣
計
数
機

９
　
ラ
ベ
ル
タ
グ
機
械

（
三
四
）
　
ラ
ミ
ネ
ー
タ
ー

（
三
五
）
　
洗
濯
物
仕
上
機
械
及
び
洗
濯
物
折
畳
み
機
械

（
三
六
）
　
お
し
ぼ
り
巻
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
電
動
機
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
三
七
）
　
自
動
販
売
機
（
別
表
第
一
第
七
号
（
七
）
に
掲
げ
る
も
の
及
び
乗
車
券
用
の
も
の
を
除
く
。
）
及
び
両
替
機

（
三
八
）
　
理
髪
い
す

（
三
九
）
　
電
気
歯
ブ
ラ
シ
及
び
電
気
ブ
ラ
シ

（
四
〇
）
　
毛
髪
乾
燥
機
、
電
気
か
み
そ
り
、
電
気
バ
リ
カ
ン
、
電
気
つ
め
磨
き
機
そ
の
他
の
理
容
用
電
動
力
応
用
機
械
器
具
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（
四
一
）
　
扇
風
機
及
び
サ
ー
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
（
定
格
消
費
電
力
が
三
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
四
二
）
　
換
気
扇
（
定
格
消
費
電
力
が
三
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
四
三
）
　
送
風
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

（
四
四
）
　
電
気
冷
房
機
（
電
動
機
の
定
格
消
費
電
力
の
合
計
が
七
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
電
熱
装
置
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
電
熱
装
置
の
定
格
消
費
電
力
が
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
四
五
）
　
電
気
冷
風
機
（
定
格
消
費
電
力
が
三
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
四
六
）
　
電
気
除
湿
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
冷
却
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
四
七
）
　
フ
ァ
ン
コ
イ
ル
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
フ
ァ
ン
付
コ
ン
ベ
ク
タ
ー
（
定
格
消
費
電
力
が
三
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
四
八
）
　
温
風
暖
房
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、
熱
源
と
し
て
ガ
ス
又
は
石
油
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
四
九
）
　
電
気
温
風
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
電
熱
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
五
〇
）
　
電
気
加
湿
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
電
動
機
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
五
一
）
　
空
気
清
浄
機
（
定
格
消
費
電
力
が
五
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
五
二
）
　
電
気
除
臭
機

（
五
三
）
　
電
気
芳
香
拡
散
機

（
五
四
）
　
電
気
掃
除
機
、
電
気
レ
コ
ー
ド
ク
リ
ー
ナ
ー
、
電
気
黒
板
ふ
き
ク
リ
ー
ナ
ー
そ
の
他
の
電
気
吸
じ
ん
機
（
定
格
消
費
電
力
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
（
電
気
掃
除
機
に
あ
つ
て
は
、
一
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
）
の
も
の
に
限

る
。
）

（
五
五
）
　
電
気
床
磨
き
機
（
定
格
消
費
電
力
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
五
六
）
　
電
気
靴
磨
き
機

（
五
七
）
　
運
動
用
具
又
は
娯
楽
用
具
の
洗
浄
機
（
定
格
消
費
電
力
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
電
動
機
又
は
電
磁
振
動
機
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
五
八
）
　
電
気
洗
濯
機
（
定
格
消
費
電
力
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
電
動
機
又
は
電
磁
振
動
機
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
五
九
）
　
電
気
脱
水
機
（
定
格
消
費
電
力
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
電
動
機
を
使
用
す
る
遠
心
分
離
式
の
も
の
で
あ
つ
て
、
繊
維
製
品
の
脱
水
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
六
〇
）
　
電
気
乾
燥
機
（
定
格
消
費
電
力
が
一
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
毛
髪
乾
燥
機
を
除
く
。
）

（
六
一
）
　
電
気
楽
器

（
六
二
）
　
電
気
オ
ル
ゴ
ー
ル

（
六
三
）
　
ベ
ル
、
ブ
ザ
ー
、
チ
ャ
イ
ム
及
び
サ
イ
レ
ン
（
防
爆
型
の
も
の
及
び
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

（
六
四
）
　
電
気
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
、
電
気
ド
リ
ル
、
電
気
か
ん
な
、
電
気
の
こ
ぎ
り
、
電
気
ス
ク
リ
ュ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
そ
の
他
の
電
動
工
具
（
定
格
消
費
電
力
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
六
五
）
　
電
気
噴
水
機

（
六
六
）
　
電
気
噴
霧
機
（
定
格
消
費
電
力
が
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
六
七
）
　
電
動
式
吸
入
器

（
六
八
）
　
家
庭
用
電
動
力
応
用
治
療
器
（
別
表
第
一
第
七
号
（
五
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
六
九
）
　
電
気
遊
戯
盤

（
七
〇
）
　
浴
槽
用
電
気
温
水
循
環
浄
化
器
（
定
格
消
費
電
力
が
一
・
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
電
熱
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

九
　
光
源
及
び
光
源
応
用
機
械
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の

に
限
る
。
）

（
一
）
　
写
真
焼
付
器

（
二
）
　
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ダ
ー
（
ス
ク
リ
ー
ン
の
長
幅
が
五
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
り
、
自
動
検
索
装
置
又
は
自
動
連
続
焼
付
装
置
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
三
）
　
ス
ラ
イ
ド
映
写
機
及
び
オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
映
写
機
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
用
の
も
の
及
び
光
源
と
し
て
キ
セ
ノ
ン
ア
ー
ク
式
ラ
ン
プ
ハ
ウ
ス
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
四
）
　
反
射
投
影
機
（
定
格
消
費
電
力
が
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
り
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
用
の
も
の
及
び
光
源
と
し
て
キ
セ
ノ
ン
ア
ー
ク
式
ラ
ン
プ
ハ
ウ
ス
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
五
）
　
ビ
ュ
ー
ワ
ー

（
六
）
　
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク
フ
ラ
ッ
シ
ュ
（
定
格
蓄
積
電
力
量
が
一
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
秒
以
下
の
可
搬
型
の
も
の
に
限
り
、
顕
微
鏡
用
の
も
の
、
医
療
用
機
械
器
具
用
の
も
の
そ
の
他
の
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

（
七
）
　
写
真
引
伸
機
及
び
写
真
引
伸
機
用
ラ
ン
プ
ハ
ウ
ス
（
原
板
挟
み
の
開
口
の
長
幅
が
一
二
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
及
び
短
幅
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
り
、
写
真
引
伸
機
に
あ
つ
て
は
、
自
動
露
光
装
置
又
は
印

画
紙
の
自
動
送
り
装
置
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
八
）
　
白
熱
電
球
（
一
般
照
明
用
電
球
で
あ
つ
て
、
口
金
の
外
径
が
二
六
・
〇
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
六
・
三
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
九
）
　
蛍
光
ラ
ン
プ
（
定
格
消
費
電
力
が
四
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
一
〇
）
　
エ
ル
・
イ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ラ
ン
プ
（
定
格
消
費
電
力
が
一
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
で
あ
つ
て
、
一
の
口
金
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
一
）
　
電
気
ス
タ
ン
ド
、
家
庭
用
つ
り
下
げ
型
蛍
光
灯
器
具
、
ハ
ン
ド
ラ
ン
プ
、
庭
園
灯
器
具
、
装
飾
用
電
灯
器
具
（
口
金
の
な
い
電
球
又
は
受
金
の
内
径
が
一
五
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ソ
ケ
ッ
ト
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
白
熱
電
灯
器
具
及
び
放
電
灯
器
具
（
防
爆
型
の
も
の
を
除
く
。
）
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（
一
二
）
　
エ
ル
・
イ
ー
・
デ
ィ
ー
・
電
灯
器
具
（
定
格
消
費
電
力
が
一
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限
り
、
防
爆
型
の
も
の
を
除
く
。
）

（
一
三
）
　
広
告
灯

（
一
四
）
　
検
卵
器

（
一
五
）
　
電
気
消
毒
器
（
殺
菌
灯
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
六
）
　
家
庭
用
光
線
治
療
器

（
一
七
）
　
充
電
式
携
帯
電
灯

（
一
八
）
　
複
写
機
（
光
源
の
定
格
出
力
が
一
・
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

一
〇
　
電
子
応
用
機
械
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
交
流
の
電
路
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
）
　
電
子
時
計

（
二
）
　
電
子
式
卓
上
計
算
機
及
び
電
子
式
金
銭
登
録
機

（
三
）
　
電
子
冷
蔵
庫

（
四
）
　
イ
ン
タ
ー
ホ
ン

（
五
）
　
電
子
楽
器

（
六
）
　
ラ
ジ
オ
受
信
機
、
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
、
レ
コ
ー
ド
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
ジ
ュ
ー
ク
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
の
音
響
機
器

（
七
）
　
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー

（
八
）
　
消
磁
器

（
九
）
　
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
（
産
業
用
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
を
除
く
。
）

（
一
〇
）
　
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
用
ブ
ー
ス
タ
ー

（
一
一
）
　
高
周
波
ウ
エ
ル
ダ
ー
（
定
格
高
周
波
出
力
が
二
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
一
二
）
　
電
子
レ
ン
ジ

（
一
三
）
　
超
音
波
ね
ず
み
駆
除
機

（
一
四
）
　
超
音
波
加
湿
機
（
定
格
高
周
波
出
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
一
五
）
　
超
音
波
洗
浄
機
（
定
格
高
周
波
出
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
一
六
）
　
電
子
応
用
遊
戯
器
具
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
に
接
続
し
て
使
用
す
る
も
の
又
は
ブ
ラ
ウ
ン
管
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
一
七
）
　
家
庭
用
低
周
波
治
療
器

（
一
八
）
　
家
庭
用
超
音
波
治
療
器
及
び
家
庭
用
超
短
波
治
療
器
（
定
格
高
周
波
出
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

一
一
　
第
三
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
交
流
用
電
気
機
械
器
具
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
定
格
電
圧
が
一
〇
〇
ボ
ル
ト
以
上
三
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
が
五
〇
ヘ
ル
ツ
又
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
も
の
に

限
る
。
）

（
一
）
　
電
灯
付
家
具
、
コ
ン
セ
ン
ト
付
家
具
そ
の
他
の
電
気
機
械
器
具
付
家
具

（
二
）
　
調
光
器
（
定
格
容
量
が
一
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
三
）
　
電
気
ペ
ン
シ
ル

（
四
）
　
漏
電
検
知
器

（
五
）
　
防
犯
警
報
器

（
六
）
　
ア
ー
ク
溶
接
機
（
定
格
電
圧
が
一
五
〇
ボ
ル
ト
を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
定
格
二
次
電
流
が
一
三
〇
ア
ン
ペ
ア
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（
七
）
　
雑
音
防
止
器
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
又
は
ラ
ジ
オ
受
信
機
の
雑
音
の
原
因
と
な
る
高
周
波
の
電
流
が
伝
わ
る
こ
と
を
防
止
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
コ
ン
デ
ン
サ
ー
又
は
コ
ン
デ
ン
サ
ー
及
び
コ
イ
ル
を
主
た
る
構
成
要
素
と
す

る
も
の
に
限
り
、
定
格
電
流
が
五
ア
ン
ペ
ア
を
超
え
る
も
の
及
び
機
械
器
具
に
組
み
込
ま
れ
る
特
殊
な
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）

（
八
）
　
医
療
用
物
質
生
成
器

（
九
）
　
家
庭
用
電
位
治
療
器

（
一
〇
）
　
電
気
冷
蔵
庫
（
吸
収
式
の
も
の
に
限
る
。
）

（
一
一
）
　
電
気
さ
く
用
電
源
装
置

一
二
　
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池
（
単
電
池
一
個
当
た
り
の
体
積
エ
ネ
ル
ギ
ー
密
度
が
四
〇
〇
ワ
ッ
ト
時
毎
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
り
、
自
動
車
用
、
原
動
機
付
自
転
車
用
、
医
療
用
機
械
器
具
用
及
び
産
業
用
機
械
器
具
用
の
も

の
を
除
く
。
）
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